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社会保険加入に積極的に取り組む新潟県内の建設企業等を対象とした

を募集いたします！「 」社会保険加入促進宣言企業

昨日（７月３０日 、社会保険加入に積極的に取り組む新潟県内の建設企業等にお集まりいた）

だき 「新潟県建設業社会保険加入推進地域会議」※１を開催し、別紙のとおり 「社会保険加入、 、

を進めるにあたって守るべき行動基準」が採択されました。

つきましては、当会議として 「 」を下記のとおり募集いたします、 社会保険加入促進宣言企業

ので、皆様の積極的なご応募をお待ちしております。

※１ 「新潟県建設業社会保険加入推進地域会議」

本会議は、これまで建設業界と行政が一体となって進めてきた社会保険加入対策の徹底を図

るとともに、より地域に根ざし取組への理解を広げるため、地域レベルでの取組として社会保

険の加入に積極的に取り組む新潟県内の建設企業等を対象に開催されました。

以下のＵＲＬに配付資料等を順次公開致します。
l新潟県：http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/ninaite/niigata.htm

記

１．対 象 者： ○「新潟県内に本店、営業所等を置く建設企業」 又は

○「新潟県内での施工実績を有する建設企業」

※法人、個人は問いません。

※建設業関係団体への加盟、非加盟も問いません。

１．申 込： 別紙 「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」に必要事項、

を記載のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。

なお、申込期限を設けておらず、宣言企業を随時募集しております。

上記ＵＲＬからも申し込み用紙をダウンロードできます。

そ の 他： 募集頂いた企業様は 「 」として、、 社会保険加入促進宣言企業

平成３０年８月末より北陸地方整備局のホームページ上で、会社名、

代表者名、所在地の公表を予定しております。

また、募集頂いた企業様には、対外的にＰＲできるようなステッカー等を
配布することにより、地域において社会保険加入対策に積極的に取り組み
を支援致します。

【配布先】 【問い合わせ先】
新潟県政記者クラブ 国土交通省 北陸地方整備局
新県政記者クラブ 建政部 建設業適正契約推進官 小柳
富山県政記者クラブ 建政部 計画・建設産業課 課長補佐 青木
石川県政記者クラブ TEL 025-370-6571 FAX 025-280-8746
その他各県専門紙



当社は、「新潟県建設業社会保険加入推進地域会議」において採択された『社会保険加入を進
めるにあたって守るべき行動基準』を遵守することを宣言します。

＜送付先・問い合わせ先＞

新潟県建設業社会保険加入推進地域会議 事務局（北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課）

FAX 025-280-8746 ／ TEL 025-370-6571【直通】

平成 年 月 日

ホームペー
ジで公表し
ます。↑

会 社 名

代 表 者

所 在 地

↓ポスター
等の発送に
使用します。

郵便番号 〒

電話番号

メールアドレス

「社会保険加入を進めるにあたっての行動基準」

１． 工事を受注する際には施工に携わる作業員に係る法定福利費を適切に考慮し、ダ

ンピング受注をしないこと

２． 下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に加入していることを

確認すること

３． 施工する現場に携わる下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に

加入させることを求め、作業員が適切な保険に加入していることを確認すること

４． 下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の普及に努め、下請指導

ガイドラインに基づいた指導を行うこと

５． 下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促し、法定福利費相

当額を適切に見込んだ金額で契約すること

６． 工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に積算して法定福利費を内訳

明示した見積書を提出し、ダンピング受注をしないこと

７． 労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分し、雇用する社員については、

法令に従って必要な保険に加入させること

８． （再下請に出す場合）下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険

に加入していることを確認すること

９． （再下請に出す場合）下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に

加入させることを求めること

１０．（再下請に出す場合）下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の

普及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと

１１．（再下請に出す場合）下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用

を促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること

元請企業

下請企業



社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準

社会保険加入に積極的に取り組む企業へのＰＲ支援

〇 都道府県毎に開催している「社会保険加入推進地域会議」において、取組事例を紹介した企
業や社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準を採択した企業など、地域に根ざして
社会保険加入に関して優良な取組を実施している企業が存在。
〇 これらの企業がその取組を対外的にＰＲできるようなステッカー等を作成することにより、地域
において社会保険加入対策に積極的に取り組む企業を支援。

△△株式会社

代表取締役

○○○○

〒000-000 東京都千代田区××-×
××オフィスビル２階
TEL 03-0000-0000
FAX 03-0000-0000

１．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
２．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
３．社会保険加入促進宣言企業として、
社会保険に適正に加入する企業を協
力会社とし、協力会社に対し、法定福利費を
適切に見込んだ請負金額で契約する。
４．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○○株式会社
企業理
念

▲企業パンフレット、名刺等に印字

▲事務所内外にステッカーやポスターを掲示

▲地元企業による自社での取組事例の紹介

▼行動基準の採択

積
極
的
に
取
り
組
む
企
業
に
対
し
て

（イメージ）

１．工事を受注する際には施行に携わる作業員に係る法
定福利費を適切に考慮し、ダンピング受注をしないこと

２．下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な
保険に加入していることを確認すること

３．・・・（略）・・・

１．工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切
に積算して法定福利費を内訳明示した見積書を提出し、
ダンピング受注をしないこと

２．労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分し、
雇用する社員については、法令に従って必要な保険に
加入させること

３．・・・（略）・・・

元請企業

下請企業

社会保険加入に積極的に取り組んでいることを対外的にＰＲできるよ
う、ステッカー、ポスター、データフォーマットを提供

ステッカー・ポスター等のデザイン

【ポスター】

※行動基準採択企業（事例紹介企業を除く）向けを想定

※ポスター下部のクレジットは、各地整等バージョンを作成

【電子フォーマット】

※事例紹介した企業向けを想定

各企業において、名刺や企業
パンフレットなどに活用可能

【ステッカー（特別版）】

【ステッカー（通常版）】


